
「札幌市上下水道料金等のお知らせ」に記載の「使用期間」の始まりが
令和8年（2026年）10月1日以降分から新料金が適用になります。
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使用期間の始期が

8月なので、旧料金

“使用期間”や“使用水量”は、検針時に各世帯に投函される

「札幌市上下水道料金等のお知らせ」で確認することができます

使用期間の始期が

10月なので、新料金

● 適用時期の例

● ご自宅の“使用期間”や“使用水量”の確認


